
様式第二号の八（第八条の四の五関係）
（第１面）

産業廃棄物処理計画書

平成 26 年 6 月 25 日

兵　庫　県　知　事　殿

提出者
　住　所

大阪府大阪市北区堂島２－１－１６

　氏　名　（法人にあっては名称及び代表者氏名）
株式会社フジタ　大阪支店
執行役員支店長　新谷　恭英

　電話番号
０６－６３４８－４５１０

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事　　業　　場　　の　　名　　称

事　 業　 場　 の　 所　 在　 地

計　　　　画　　　　期　　　　間

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

（日本工業規格　Ａ列４番）

２６３人（平成２６年３月末現在）

④　産業廃棄物の一連
　　 の処理の工程

③　従　  業　  員    数

②　事　業　の　規　模

①　事　業　の　種　類

別紙による

２８ＪＳ０００５２４　株式会社フジタ　大阪支店

大阪府大阪市北区堂島２－１－１６

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

０６００　総合工事業

２９，９８６（百万）（平成２５年度大阪支店完成工事高）



（第２面）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

（別紙による）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　【前年度（平成 25 年度）実績】 （別紙による）

ｔ ｔ

（別紙による）

ｔ ｔ

産業廃棄物の分別に関する事項

排　　　出　　　量

①現状

②計画

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・特定建設資材廃棄物の分別の徹底、石綿含有廃棄物とその他の廃棄物の分別
の徹底を行っている。

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・上記の他、石膏ボード、金属くずについても分別を実施。

－

産業廃棄物の種類

排　　　出　　　量

－

・梱包材の簡素化。
・実寸発注の実施。

産業廃棄物の種類 －

（これまでに実施した取組）

　【目　　標】

（管理体制図）

①現状

②計画

0

 （今後実施する予定の取組）
・ユニット化の促進。

－

0

00



（第３面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

　【前年度（平成 25 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

　【前年度（平成 25 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

②計画

　【目　　標】

産業廃棄物の種類

自ら再生利用を行っ
た産業廃棄物の量

①現状

産業廃棄物の種類

・特に実施していない。

自ら再生利用を行う
産業廃棄物の量

0 0

－ －

－

－

0 0

－

 （これまでに実施した取組）

0

（今後実施する予定の取組）
・現在のところ、自ら中間処理を行う予定は有りません。

0
自ら熱回収を行う
産業廃棄物の量

－

0

 （今後実施する予定の取組）
・現在のところ、自ら再生利用を行う予定は有りません。

①現状

産業廃棄物の種類 －

自ら中間処理により減
量した産業廃棄物の量

0

自ら熱回収を行った
産業廃棄物の量

（これまでに実施した取組）

0 0

・特に実施していない。

②計画

　【目　　標】

産業廃棄物の種類 －

自ら中間処理により減
量する産業廃棄物の

量
0

0



（第４面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

　【前年度（平成 25 年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

　【前年度（平成 25 年度）実績】 （別紙による）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

①現状

産業廃棄物の種類

全処理委託量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行っ
た産業廃棄物の量

0 0

－ －

0 0

－ －

（これまでに実施した取組）

①現状

②計画

　【目　　標】

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

・処理委託契約に当たり、書面及び処分委託先の現地確認により、許可条件に適
合していることを確認し、書面により契約を行っている。
・再生処理能力の優れている会社を優先的に選定している。
・電子マニフェスト導入済みの会社を優先的に選定している。

（これまでに実施した取組）
・特に実施していない。

（今後実施する予定の取組）
・現在のところ、自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う予定は有りません。

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量



（第５面）

（別紙による）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

優良認定処理業者
への処理委託量

再生利用業者への
処理委託量

認定熱回収業者へ
の処理委託量

認定熱回収業者以
外の熱回収を行う業
者への処理委託量

（今後実施する予定の取組）
・業者選定に当たり、優良認定（確認）を受けた業者の採用を検討する。
・優良認定（確認）を受けていない業者についても優良産廃処理業者認定制度運
用マニュアル記載の優良基準に照らして採否を検討する。
・再生可能な廃棄物については、再生処理能力の高い業者の利用を引き続き行う
ほか、熱回収施設設置者認定を受けた業者についても採用を検討する。

※事務処理欄

②計画

　【目　標】

産業廃棄物の種類

全処理委託量





産業廃棄物処理計画書（別紙） 
（第1面記載事項） 

産業廃棄物の一連の処理の工程 

解体工事、建築物の修繕・模様替え工事 
廃プラスチック類 再生処理業者に委託して、再生プラスチック原料、固形燃料、セメント原燃料として再資源化 
紙くず 再生処理業者に委託して製紙原料、固形燃料、セメント原燃料として再資源化 
木くず 再生処理業者に委託して製紙原料、木質ボード原料、固形燃料、堆肥として再資源化 
金属くず 有価物として再生事業者に売却し再資源化 
ガラスくず 再生処理業者に委託してガラス材料、舗装材料、セメント原料として再資源化 
陶磁器くず 再生処理業者に委託して、再生路盤材として再資源化 
がれき類 再生処理業者に委託して、再生砕石、再生砂、アスファルト再生合材として再資源化 
建築物（工作物）の新築・増築工事 
汚泥 再生処理業者に委託して、再生砂、土壌改良剤、肥料、セメント原料として再資源化 
その他の廃棄物 解体工事の場合と同様に処理して再資源化 
 
（第2面記載事項） 
産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 
（管理体制図） 

 

【経営方針】 

【本 社】 

社長 マネジメントレビュー（経営会議） 

建設本部 統括管理責任者：安全調達本部長 

安全部（建設副産物統括管理部署） 

副支店長（建設廃棄物処理総括責任者） 

建築部長・土木部長 

建設副産物担当者 

建設廃棄物管理責任者、または 
特別管理産業廃棄物管理責任者 

安全環境部長 

建設廃棄物管理担当者 

【支 店】 

【作業所】 
排出事業場 



（第2面記載事項） 
産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項（続き） 
 
（１） 本社の責務と役割 

建設副産物の全社的統括管理の主業務は、安全調達本部安全部が担当する。 
① 基本方針の策定。 
② 管理組織の整備。 
③ 建設副産物に関する全般的な管理・指導。（建設本部と協議） 
④ 「建設副産物管理の手引」の維持・管理。 
⑤ 教育･啓発。（建設本部と連携） 
⑥ 法令･行政庁の指導内容等の周知。（法令制定・改正、通知・通達） 
⑦ 処理実績の把握、取りまとめ、公開。（データの保管を含む） 
⑧ 関連情報の提供。（社会動向、業界活動） 

（２） 支店の責務と役割 
① 支店方針の策定、店内の指導管理。 
② 支店長による建設廃棄物処理総括責任者の任命。（支店長または副支店長、大阪支店は副支店長） 
③ 支店長による作業所の建設廃棄物管理責任者の任命。 
④ 支店長による特別管理産業廃棄物管理責任者の任命。（特別管理産業廃棄物を取り扱う作業所毎） 
⑤ 職員の教育･啓発。 
⑥ 処理業者、処理施設、再資源化施設の調査、選定、評価。（許可取得状況や処理施設の状況、会社の

健全性等についての確認） 
⑦ 処理費用の明確化。 
⑧ 委託契約の締結。(廃棄物処理委託契約は、「建設廃棄物処理総括責任者」名で締結する。) 
⑨ 作業所実務の支援･指導。 
⑩ マニフェスト管理システムへの「委託契約概要」の登録、紙マニフェストの発行・管理。 
⑪ 処理実績の集計把握。 
⑫ 支店が法令で定める「多量排出事業者」となった場合は、管轄行政が指定する様式により建設廃棄物

処理計画を策定し、実施状況を取りまとめ、都道府県知事等へ報告する。 
⑬ 記録･資料の保管。（処理実績、委託契約書、マニフェストは工事完了後５年間保管） 
⑭ 関連情報の作業所への提供。 

（３） 作業所の責務と役割 
作業所においては、支店長に任命された建設廃棄物管理責任者のもとに、建設廃棄物管理担当者を中心とし

て以下の業務を行う。廃棄物の処理は、原則として委託処理を行う。 
① 作業所方針の策定、周知。 
② 建設廃棄物管理責任者の周知及び建設廃棄物管理担当者の選任及び周知 
③ 特別管理産業廃棄物を排出する作業所では、支店長の任命により特別管理産業廃棄物管理責任者を置

く。必要な場合都道府県等へ届出を行う。 
④ 建設副産物の性状や排出量を把握して、処理処分の方法等を記載した「建設廃棄物処理計画書」を作

成する。発注者の要求がある場合は、これを提出する。 
⑤ 廃棄物の排出は分別排出を原則とし、分別品の回収方法、分別容器等について処理業者と打合せを行

う。 
⑥ マニフェストの交付および管理（マニフェスト回付伝票の確認、マニフェスト伝票１式の工事完了時

点まで保管を含む、電子マニフェストを利用する場合はその登録） 
⑦ マニフェスト未回収時の確認、適正措置の指導、都道府県等への報告。 
⑧ 処理状況の確認（収集運搬車両、収集運搬経路、処理施設の処理能力及び稼働状況等の実地確認等） 
⑨ 下請業者の指導･監督 
⑩ 作業員の教育、啓発 
⑪ 処理実績の記録、報告（月毎：マニフェスト管理システムの入力、報告送信） 
⑫ 資源有効利用促進法の対象工事の場合、「再生資源利用計画/実績書」並びに「再生資源利用促進計画

／実績書」の作成 
⑬ 建設リサイクル法に関連した手続き、諸活動の実施 
⑭ 適正処理費用の計上 
⑮ 国、都道府県、市町村等の公官庁及び工事発注者の報告、協力要請への適切な対応。 

 



　　（第2面記載事項）

　産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

　①　現状

【前年度（平成２５年度）実績】

441.7 15.4 5.6 2595.1 0.6 9.4 1301.9 0.0 53.8

　②　計画

【目標】

50.0 5.0 2.0 100.0 1.0 5.0 500.0 0.0 20.0

　　（第4面記載事項）

　産業廃棄物の排出の委託に関する事項

　①　現状

【前年度（平成２５年度）実績】

441.7 15.4 5.6 2595.1 0.6 9.4 1301.9 0.0 53.8

優良認定処理業者

への委託処理量

再生利用業者への

委託処理量

認定熱回収業者へ

の委託処理量

認定熱回収業者以

外の熱回収を行う

業者への処理委託

量

　　（第5面記載事項）

　産業廃棄物の排出の委託に関する事項

　②　計画

【目標】

50.0 5.0 2.0 100.0 1.0 5.0 500.0 0.0 20.0

優良認定処理業者

への委託処理量

再生利用業者への

委託処理量

認定熱回収業者へ

の委託処理量

認定熱回収業者以

外の熱回収を行う

業者への処理委託

量

木くず 繊維くず

441.7 2595.1

がれき類 がれき類
(石綿含
有）

0.0 0.0

紙くず

0.0

管理型混
合廃棄物

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸ類

紙くず 木くず 繊維くず

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸ類

がれき類 がれき類
(石綿含
有）

管理型混
合廃棄物

汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸ類

紙くず 木くず 繊維くず がれき類 がれき類
(石綿含
有）

管理型混
合廃棄物

10.5

　産業廃棄物の種類

　排出量(t)

　産業廃棄物の種類

　排出量(t)

0.0 0.0

ｶﾞﾗｽくず
等

ｶﾞﾗｽくず
等

ｶﾞﾗｽくず
等

　産業廃棄物の種類

全処理排出量(t)

194.0 3.0 0.0 2492.6

0.0

0.0

15.4

0.0

0.0

5.6

0.0 0.0

0.0 0.0

0.6 9.4 1301.9

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

53.8

0.0

0.0

　産業廃棄物の種類 汚泥 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯ
ｸ類

紙くず 木くず 繊維くず ｶﾞﾗｽくず
等

がれき類 がれき類
(石綿含
有）

管理型混
合廃棄物

全処理排出量(t)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

50.0 5.0 2.0 100.0 1.0 5.0

0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0

500.0 0.0 20.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0


